
戦
国
大
名
北
条
氏
「
代
替
わ
り
検
地」
の
再
検
討
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検
地
と
は
戦
国
大
名
の
領
国
支
配
の
根
幹
で
あ
り、

検
討
の
余
地
が
あ
る。
し
か
し
従
来、

後
北
条
氏
の
そ
れ
の
性
格
に
つ
い
て
は、

①

当
王
の
交
代
後
に
領
域
検
地
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と、

②
史
料
上
に
「
就

代
替」
と
の
文
言
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら、
云
概
し
て
代
替
わ
り

検
地」
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る。
そ
こ
で、
「
代
替
わ
り
検
地」
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た。

ま
ず、

関
連
が
考
え
ら
れ
る
代
替
わ
り
安
堵
と
検
地
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
と、

検
地
の
有
無
に
よ
り
安
堵
状
内
の
文
言
に
差
が
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た。
こ
こ
か
ら
代
替
わ
り
安
堵
と
検
地
が
必
ず
し
も
連
動
し
て
お
ら
ず、

検
地
理
由
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た。

次
い
で
後
北
条
氏
の
検
地
の
理
由
に
つ
い
て、
「
代
替
わ
り
検
地」
以
外
の
検
地
を
含
め
て
見
て
み
る
と、

個
別
の
検
地
で
は、

①
知
行
安

堵、

②
知
行
者
の
代
替
わ
り、

③
隠
田
な
ど
の
訴
訟
が
理
由
と
し
て
確
認
で
き
た
が、

領
域
検
地
の
理
由
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た。
そ
こ
で

領
域
検
地
の
事
例
を
集
め
る
と、
「
代
替
わ
り
検
地」
以
外
に
も
領
域
検
地
は
存
在
し
て
お
り、

当
主
の
「
代
替
わ
り」
が
決
定
的
な
理
由
と

も
ま
た
言
い
難
い
こ
と
が
確
認
で
き
た。

以
上
を
踏
ま
え、
①
永
正
十
七
年
(-
五―1
0)
の
小
田
原・
鎌
倉、
②
天
文
十一
1
+―一
年
(-
五
四
二
＼
三）
の
伊
豆、
相
模、
武
蔵
南
部、

③
天
正
九
年
(-
五
八
一
）
検
地
（
未
実
施）
と、
「
代
替
わ
り
検
地」
と
さ
れ
る
三
つ
の
検
地
を
個
別
に
検
討
し
た。
結
果、

①
小
田
原
検
地

「
若
手
研
究
者
の
集
い
」

研
究
報
告
要
旨
（
平
成
二
五
＼
二
七
年）
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は
初
代
当
主
伊
勢
宗
瑞
か
ら
末
子
北
条
幻
庵
へ
の
所
領
相
続、

鎌
倉
は
支
配
体
制
の
変
化
に
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
た。

②
は
不
明
点
が
多

い
が、

伊
豆
の
検
地
は
個
別
の
代
替
わ
り
安
堵
に
伴
う
も
の
と
み
ら
れ、

武
蔵
小
山
田
庄
で
の
検
地
は、

後
北
条
・
武
田
間
の
同
盟
交
渉
で

取
次
を
務
め
た
武
田
家
臣
小
山
田
信
有
に
与
え
ら
れ
る
に
伴
っ
た
も
の
と
判
断
で
き、

複
数
の
理
由
で
行
わ
れ
た
検
地
で
あ
っ
た。

③
の
検

地
は
実
際
に
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず、
「
代
替
わ
り」
は
周
辺
情
勢
の
悪
化
に
伴
う
増
段
銭
の
理
由
づ
け
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る。

以
上
か
ら、
個
別
の
「
代
替
わ
り
検
地」
は
否
定
さ
れ
な
い
も
の
の、
「
概
し
て
代
替
わ
り
検
地」
と
ま
で
は
言
え
ず、
そ
の
理
由
に
つ
い
て

は
個
別
に
切
り
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た。
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